
平成２８年 第８回

戸田市教育委員会定例会

平成２８年７月２８日（木）午前９時３０分

戸 田 市 役 所 ３ 階 教 育 委 員 室

戸田市教育委員会



第８回教育委員会（定例会）次第

１ 開会

２ 前回の会議録の承認

３ 教育委員提案について 別添 資料№１のとおり

４ 報告事項 別添 資料№２のとおり

５ 議事 ページ

（１）専決処理事項の報告

報告第 ４号 戸田市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について････････････････････１

報告第 ５号 戸田市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について････････････････３

（２）議案

議案第２５号 戸田市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令（案）について････５

議案第２６号 平成２８年度行政評価（案）について････････････････････････････････別紙

議案第２７号 戸田市海外留学奨学資金等受給者選考委員会委員の委嘱について（案）････９

議案第２８号 戸田市いじめ問題調査委員会委員の委嘱について（案）････････････････１０

６ その他

（１）次回の教育委員会の日程（案）

平成２８年８月１８日（木）午前９時３０分～

（２）その他

７ 閉 会



議案第２５号

戸田市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令（案）

戸田市立小・中学校職員服務規程（昭和３２年教育委員会訓令第２号）の一

部を次のように改正する。

第２１条の見出し中「の従事」を「への従事等」に改め、同条第１項中「又

は」を「、若しくは」に、「事業事務若しくは営利企業等に従事しようとする

とき」を「事業若しくは事務に従事し、又は営利企業に従事等しようとすると

き」に改める。

第１１号様式を別記のように改める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の戸田市立小・中学校職員服務規

程の規定は、平成２８年４月１日から適用する。

【 改正理由 】

第２１条については、文言の整理を行うものです。

第１１号様式については、介護休暇の利用促進のため、休暇を分割して取得

できる回数が２回から３回に拡大されたため、介護休暇簿の様式を変更するも

のです。
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第１１号様式（第１０条関係） （表）

介 護 休 暇 簿

氏名

要介護者に関

す る 事 項

氏 名

要介護者の状態及

び具体的な介護の

内容

続 柄

同・別居 □ 同 居 □ 別 居

介護が必要となった時期

年 月 日

介護休暇の期間の初日から１年間

年 月 日から 年 月 日
連続する二の期間

における要介護者

の状態及び具体的

な介護の内容

連続する

一の期間 年 月 日から 年 月 日 月（ 日）

連続する

二の期間 年 月 日から 年 月 日 月（ 日）

連続する三の期間

における要介護者

の状態及び具体的

な介護の内容

連続する

三の期間 年 月 日から 年 月 日 月（ 日）

合 計
月（ 日）＊６月（１８０日）を越えない範囲

承 認 届 出 承 認 申請 休 暇 の 期 間

年 月 日 年 月 日 校長 者印 年 月 日 時 間 日・時間

. . . .
年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日

年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間

. . . .
年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日

年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間

. . . .
年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日

年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間

. . . .
年 月 日から □毎日 時 分～ 時 分 日

年 月 日まで □その他（ ） 時 分～ 時 分 時間
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（裏）

受理 届出 受 理 届出者 休 暇 の 取 り 消 し 等 の 期 間
備 考

年月日 年月日 校長 印 年 月 日 時 間 日・時間

年 月 日から 時 分～ 時 分 日

年 月 日まで 時 分～ 時 分 時間

年 月 日から 時 分～ 時 分 日

年 月 日まで 時 分～ 時 分 時間

年 月 日から 時 分～ 時 分 日

年 月 日まで 時 分～ 時 分 時間

年 月 日から 時 分～ 時 分 日

年 月 日まで 時 分～ 時 分 時間

年 月 日から 時 分～ 時 分 日

年 月 日まで 時 分～ 時 分 時間

年 月 日から 時 分～ 時 分 日

年 月 日まで 時 分～ 時 分 時間

年 月 日から 時 分～ 時 分 日

年 月 日まで 時 分～ 時 分 時間

年 月 日から 時 分～ 時 分 日

年 月 日まで 時 分～ 時 分 時間

年 月 日から 時 分～ 時 分 日

年 月 日まで 時 分～ 時 分 時間

年 月 日から 時 分～ 時 分 日

年 月 日まで 時 分～ 時 分 時間

年 月 日から 時 分～ 時 分 日

年 月 日まで 時 分～ 時 分 時間

年 月 日から 時 分～ 時 分 日

年 月 日まで 時 分～ 時 分 時間
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戸田市立小・中学校職員服務規程新旧対照表

改正前 改正後(案）

第１条～第２０条 （略） 第１条～第２０条 （略）

（兼業及び他の事業等の従事） （兼業及び他の事業等への従事等）

第２１条 職員は教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他

の事業事務若しくは営利企業等に従事しようとするときは、兼

職（業）承認（許可）願（第３１号様式）をもって教育委員会

に願い出なければならない。

２ （略）

第２１条 職員は教育に関する他の職を兼ね、若しくは教育に関

する他の事業若しくは事務に従事し、又は営利企業に従事等し

ようとするときは、兼職（業）承認（許可）願（第３１号様式）

をもって教育委員会に願い出なければならない。

２ （略）

第２２条～第２５条 （略） 第２２条～第２５条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の戸田市立小・中学

校職員服務規程の規定は、平成２８年４月１日から適用する。

様式 （略） 様式 （略）
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資料 ＮＯ．１

教育委員提案について

平成２８年第８回教育委員会(定例会)

平 成 ２ ８ 年 ７ 月 ２ ８ 日 ( 木 )

戸 田 市 役 所 ３ 階 教 育 委 員 室



１ 教育委員提案について

ページ

① 給食費の未納対策について･･･････････････････････････････････････････････････････････１

（学校給食課）

② 「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」（中央教育審議会答申）に

ついて･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････４

（教育政策室）

③ ＩＣＴ推進計画について･････････････････････････････････････････････････････････････６

（教育総務課）



教育委員提案①

給食費の未納対策について

■学校給食費の未納状況

① 学校給食費未納調べ（収入未済額）

区分

決算

給食費調定額

（千円未満切捨て）(a)

収入未済額

（千円未満切捨て）(b)

比率（％）

(b/a)

２３年度 494,728 千円 5,096 千円 1.03%

２４年度 490,176 千円 3,829 千円 0.78%

２５年度 488,921 千円 3,190 千円 0.65%

２６年度 494,374 千円 3,007 千円 0.61%

２７年度 500,546 千円 1,706 千円 0.34%

一般会計決算書より 現年度分と過年度分の合計

② 過年度分（平成 27 年度以前分）未納額の状況

時点 未納者数（延べ）※ 世帯数（実数） 残額 備考

H28.4.1 79 人 48 世帯 1,706,717 円

H28.6.10 76 人 45 世帯 1,665,221 円 3 件 41,496 円納入

※未納者数（延べ）…年度・児童生徒につき 1人とする。

③ 児童手当からの徴収状況（H27.2 より開始）

支給日 対象者数（実人数）※ 申出者数（実人数） 徴収金額

H27.2.10 34 人 3 人 66,230 円

H27.6.12 31 人 2 人 12,300 円

H27.10.13 32 人 1 人 7,400 円

H28.2.12 31 人 1 人 18,500 円

H28.6.10 14 人 1 人 3,700 円

※対象者数…児童手当を受給している者（保護者）の実数。年度・児童生徒数にかかわらず 1 人とする。

④ 未納者への対処

・督促状を送付する

・電話催告を行う

・家庭訪問を行う

・申出により児童手当から徴収する

・法的措置の実施（簡易裁判所へ支払督促を申し立てる）

⑤ 平成 27 年度 過年度分（平成 26 年度以前分）の状況

（当初）収入未済額 3,007,197 円 （年度末）納入済額 819,467 円（納入件数 57 件）
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■学校給食費の未納対策のスケジュール(案)

時期 庁内 簡易裁判所

H28.8 法的措置（支払督促）の対象者

を、学校より状況を聴取するな

ど、選定を始める。また法律相

談等、情報収集を行う。

情報収集・事前相談

①

(H28.9)

支払督促の申立について、議会

等へ説明を行う。

説明後、申立書を作成する。（市

長決裁）

②

（H28.10）

簡易裁判所へ支払督促の申立書

を提出する。

申立書の受理・審査後、支払督促を

債務者へ発付する。

③

（②より概

ね１か月後

以降）

債務者が支払いした、または支

払いを申し出たものについて

は、支払督促の取下げを簡易裁

判所へ申し出る。

支払督促を取下げした場合、同じ債

務で再度支払督促を申し立てるこ

とはできない。

債務者より支払いの申し出がな

かったもの、および支払督促に

対して異議申立てが出なかった

ものについて、「仮執行宣言付支

払督促」の申立書を簡易裁判所

へ提出する。

申立書の受理・審査後、「仮執行宣

言付支払督促」を債務者へ発付す

る。

（注釈）「仮執行宣言付支払督促」

とは、判決が確定しなくても強制執

行が可能となる支払督促のこと。

④

（③より概

ね１か月後

以降）

異議申立てが出た場合は通常訴

訟に移行する。

債務者より支払いの申し出がなか

ったもの、および支払督促に対して

異議申立てが出なかったものにつ

いては、債務名義が確定し、債務者

の資産に対し強制執行が可能とな

る。

2



1

支払催促の流れ
債権者 簡易裁判所

（簡易裁判所書記官）
債務者

支払督促申立書
提出

通常訴訟

経過期間内に
異議申立て

経過期間内に
異議申立てせず

支払督促
発付

支払督促受領（※1）
経過期間

受け取った日の翌日から2週間以内

支払督促申立書の
受理・審査

仮執行宣言付支払督促
申立書の受理・審査

仮執行宣言付
支払督促

申立書提出

強制執行手続

仮執行宣言付支払督促受領
異議申立て期間

受け取った日の翌日から2週間以内

異議申立て期間内に
異議申立てせず

異議申立て
期間内に
異議申立て

債務名義
確定

通常訴訟

仮執行宣言付
支払督促

発付

支払督促
取下げ

支払を申し出る

支払督促申立
取下書の受理
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資料 ＮＯ．２

報告事項

平成２８年第８回教育委員会(定例会)

平 成 ２ ８ 年 ７ 月 ２ ８ 日 ( 木 )

戸 田 市 役 所 ３ 階 教 育 委 員 室



１ 報告事項

ページ

① 平成２８年第３回戸田市議会定例会（６月）における要望等事項について･････････････････１

②「戸田市立中学校学校選択制のご案内」冊子の配付について････････････････････････････別紙

（学務課）

③ 戸田市教育委員会ホームページ及びＳＮＳの新設について･････････････････････････資料なし

（教育政策室）

④ 学校総合体育大会二市大会の結果及び県大会出場種目について･･･････････････････････････２

（教育政策室）

⑤ 前谷遺跡第５次発掘調査について･････････････････････････････････････････････････････４

（生涯学習課）

⑥ その他



議 会 に お け る 要 望 等 事 項 担当部名 教育委員会事務局

平 成 ２ ８ 年 第 ３ 回 議 会 執 行 部 局

会 議 の 別

発言議員名

担 当 課 名

要 望 等 要 旨 回 答 要 旨 今 後 の 対 策

戸田東小学校では児童数が増加している。

現在の登校の様子から、危険な状況も見られ

る。交通指導員の増員を要望する。

戸田東小学校については、児童数の増加が

著しく、登校時に児童が集中してしまい、心

配な状況もあることから、指導員の増員も含

めて検討していく。

回答要旨のとおり

一般質問

山崎雅俊議員

学務課

平 成 ２ ８ 年 第 ３ 回 議 会 執 行 部 局

会 議 の 別

発言議員名

担 当 課 名

要 望 等 要 旨 回 答 要 旨 今 後 の 対 策

北大通り沿い、武蔵野銀行の北側通学路

について、下校時における交通指導員の配

置と、西電話局通り沿い、蕎麦屋の所の横

断歩道を渡るよう通学路を変更し、交通指

導員を配置するよう要望する。

通学路は、児童生徒が安全に登下校できる

経路を、交通量や危険箇所等を総合的に判断

して、各学校の校長が定めている。学校と連

携の上、今回要望された箇所も含め、学校の

ニーズを十分把握し、通学路の状況の把握に

努め、指導員の配置も含め検討していく。

回答要旨のとおり

一般質問

三輪なお子議員

学務課

1
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報告事項④

平成２８年度 学校総合体育大会二市大会の結果（戸田市）

学校

種 目

結 果

戸田中 戸田東中 美笹中 喜沢中 新曽中 笹目中

野 球
３位 １位

サッカー
１位 ３位

ソフトボール
２位 １位

バスケット
ボール

男２位
女３位

男３位
女２位

男１位
女１位

バレーボール
男１位
女１位 女３位

男３位
女２位

ソフトテニス
団女３位

個女8位

団男２位
団女２位
個男６位
個女6,7位

団男１位
団女１位

個男1,3,5,
7位

個女1,2,3,
4,5位

卓 球

団男１位
団女１位

個男シ2,3位
個男ダ1,2,3位
個女シ3位
個女ダ1,4位

団男３位
団女３位
個男シ4位

団男２位

個男シ１位
個男ダ４位

団男３位
団女３位

個女ダ3位

柔 道 個男3位
個男1位
個男3位

剣 道

団男１位
団女３位
個男3,7位
個女5位

団女１位
個男5位 個男8位

団男３位
団女３位

個女8位

団男２位
団女２位
個男4位

個女1,3,4,
6,7位

バドミントン
（女子）

団１位
個シ3,5位
個ダ2,3,4位

団３位 団２位
個シ1,2,4位
個ダ1,5位

は、県大会出場。

は、県南大会出場。 県南大会は、 ６月１５日（水）に開催。
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平成２８年度 学校総合体育大会県大会出場種目

競 技 種 目 等

戸

田

中

(1) 陸上競技
男子 １年１００ｍ ２年１００ｍ

共通２００ｍ 共通４００ｍ
１年１５００ｍ 共通１５００ｍ
共通３０００ｍ 共通１１０ｍＨ
共通走幅跳

女子 ２年１００ｍ

(2) サッカー 男子

(3) バレーボール 男子

(4) 卓 球
男子団体
男子個人シングルス１名、ダブルス３組
女子個人シングルス１名、ダブルス２組

(5) 剣 道
男子団体
男子個人２名
女子個人１名

(6) 柔 道 男子個人１名

戸
田
東
中

(1) 陸上競技
女子 ３年１００ｍ 共通２００ｍ

共通８００ｍ 共通１５００ｍ

(2) 剣 道 男子個人１名

(3) バドミントン 男子 個人シングルス１名

(4) テニス 女子個人シングルス１名

喜
沢
中

(1) 陸上競技
男子 ３年１００ｍ
女子 ３年１００ｍ 共通２００ｍ

新

曽

中

(1) 陸上競技
男子 共通 ８００ｍ 共通１５００ｍ

共通３０００ｍ
女子 １年１００ｍ ４×１００ｍＲ

(2) バスケットボール 女子

(3) ソフトテニス 女子団体

(4) 卓 球
男子団体
男子個人１名

(5) 体 操
男子個人２名
女子団体 女子個人１０名

笹

目

中

(1) 陸上競技
男子 ２年１００ｍ
女子 １年１００ｍＨ １年走幅跳

共通走幅跳 共通砲丸投

(2) バスケットボール 女子

(3) ソフトテニス
男子団体 男子個人１組
女子団体 女子個人３組

(4) 剣 道
男子団体 男子個人１名
女子団体 女子個人５名

(5) 柔 道 男子１名

(6) テニス
男子個人１名 女子個人１名
男子ダブルス
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報告事項⑤

前谷遺跡第５次発掘調査について

前谷遺跡第５次発掘調査を実施しましたので、下記のとおり報告し

ます。

記

周知の埋蔵文化財包蔵地（前谷遺跡）における個人住宅建築工事に

伴い、試掘調査を実施した結果、古墳時代初頭を中心とした遺構・遺

物を良好な状態で検出しました。その後、土木工事事業者と埋蔵文化

財の保存に関する協議を行い、建築工事の計画変更は困難であり、基

礎工事の施工により、埋蔵文化財の破壊を免れないとの回答があった

ため、文化財保護法第９９条に基づき、下記のとおり発掘調査を実施

しました。

１ 調 査 期 間 平成２８年６月１日（水）～６月３０日（木）

２ 調 査 地 戸田市上戸田２丁目２０番５

３ 調査対象面積 ７８.７４㎡

４ 工 事 事 業 者 個人事業者

５ 調 査 主 体 戸田市教育委員会

６ 調 査 成 果

・主な検出遺構

遺構種別 検出数 推定時期

周溝状遺構

溝状遺構

井戸跡

柱穴

４基

２条

２基

１３基

古墳時代前期（約１７００年前）

中世（約８００年前）

中世（約８００年前）

時期不明
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・検出遺物

総量：コンテナ（５４５×４４０×２００ｍｍ）１箱

内容：土師器（古墳時代前期）、須恵器（中世）

７ 調査状況写真

表土掘削

周溝状遺構調査状況

調査前風景

遺構検出状況

土師器（はじき）検出状況

周溝状遺構調査状況
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土師器（はじき）検出状況周溝状遺構調査状況

井戸調査状況 発掘調査風景

調査区全景
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参考資料

文化財保護法（平成１９年３月３０日法律第７号） ～抜粋～

（地方公共団体による発掘の施行）

第９９条 地方公共団体は、文化庁長官が前条第１項の規定により発

掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると

認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施工

することができる。
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